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松山城南高等学校

保健室

新学期がスタートしましたが、登校できない状況が続き、やっと今週から少しずつ登校が開始になります。
季節は春から夏に移ってきました。
新型コロナウイルスの感染症の不安は依然残っていますので、気を緩めすぎないように、引き続き感染
予防に努めていきましょう。
また、気温が上がってきましたので、熱中症にも注意しながら、少しずつ体を慣らしていきましょう。新し
い環境になり、知らずのうちに疲れが溜まりやすくなりますので、帰宅後は十分に休養を取るなど、体調管
理には気をつけましょう。

※新型コロナウイルス感染症の影響で予定が変更・延期になっています。

身体測定（全員）→体育の授業等を利用して実施予定

心電図・胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ・貧血検査（1年生・運動部2.3年生）→5月下旬から6月中に実施検討

学校医健診（全員）→5月下旬から6月中に実施検討

歯科検診（高校生全員 半数ずつ）→10月15日（木） 10月22日（木）

保健室を利用する時は・・・
◆授業中やＨＲ中などは、担任または教科の先生に『保健室連絡票』に

必ず記入して もらい、その用紙を持って保健室に行きます。

注）緊急時以外は、用紙がなければ保健室を利用することが

できません。

◆休み時間は、用紙はいりませんが、保健委員やクラスメイトに

保健室に行くことを必ず伝えて行きましょう。

注意してほしいこと

◆飲み薬はお渡しできません。 必要な薬は各自で用意してください。

注）友達に薬をあげない、もらわない。

（重篤なアレルギーを起こす危険性があります）

◆ケガの当日、応急手当をしますが、帰宅後は家庭でも気をつけて手当てをしてください。

◆朝から体調が悪い時は、自宅でも熱を測るなどをし、家族とも相談して登校しましょう。

インフルエンザやその他の感染症については、従来通り、医師の証

明があれば（下の用紙）、出席停止になりますので、お問い合わせ

ください。

日本スポーツ振興センターの災害給付制度に加入しているので、授業中や部活動中、登

下校中など、学校管理下で災害を受け、病院を受診した場合、医療費の給付を請求する

ことができます。

□給付が受けれる場合
学校管理下でおきた（ケガ・疾病・障害）で、医療費総額が５００点５０００円以上（窓口

支払いが１５００円以上、支払い金のない方も可）の診療が対象です。

※保険診療以外で支払った場合や、交通事故等、第三者から補償を受けた場合は、給

付対象にはなりません。

□給付の手順
担任・部活動顧問にケガをして病院受診したことを申し出て、保健室に請求書類を取り

に来てください。病院で書いてもらう用紙と、生徒が記入する用紙があります。

命を守ることが最優先！安全第一に！

揺れ・緊急地震速報があったら
まずは、頭を守ってシェイクアウト行動をとる。
揺れがおさまったら、避難開始。

防護用カバンを持って避難する。

＜防護用カバン＞通学用カバンに入れる
①教科書 １冊（カバンの底）
②体操服・上靴
③携帯電話の確認（必ず入れる）

避難する時は、山側の階段・経路は使わない！

避難場所：外駐車場北側

災害時は電話・インターネットが繋がらないおそれがあるので、
災害伝言ｻｰﾋﾞｽ｛１７１」で安否確認できるように。
（学校でも練習します）

1 全員マスク着用。

食事以外は必ずマスク着用。（隙間がないように）

2 毎朝、自宅で検温をし、家族に体調を確認してもらう。

3 発熱等の体調不良がある場合は、登校を見合わせ自宅で休養する。

（保護者から学校に連絡を）

4 朝食は必ず食べてくる。

5 こまめ手洗いをする。手指消毒も適宜使用するように。

（手指消毒薬は各教室と各教棟１階階段昇降口に設置）

6 教室の換気を定期的にしよう。（目安は黒板に掲示）

7 人との距離を保とう。（1～2ｍ）

近い距離で話しをしない。大声を出さない。

8  食事は向き合わせに食べない。前を向いて食べよう。

食事中は会話を控えよう。

1 暑くなっているので、必ず水分を持参し、こまめに水分補給をする。

2 体調が悪い時は、無理をしないで早めに教員に伝える。

3 睡眠をしっかりと取り、リズムを整えよう。

1～2ｍ


